
け
い
じ
ば
ん

け
い
じ
ば
ん

お
知
ら
せ

鶴
山
塾
休
日
相
談
と
延

長
相
談

　
悩
み
を
も
つ
子
ど
も
や
保
護
者

を
対
象
に
、
面
談
や
電
話
で
相
談

に
応
じ
ま
す
。

　
夜
間
に
延
長

し
た
相
談
日
も

ぜ
ひ
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

●
休
日
相
談

と
き　
５
月
30
日
㈯
・
31
日
㈰
午

後
１
時
～
４
時

●
延
長
相
談

と
き　
６
月
12
日
㈮
午
後
８
時
ま

で
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

と
こ
ろ　
津
山
市
教
育
相
談
セ
ン

タ
ー
鶴
山
塾
（
山
下
）

問
鶴
山
塾
☎
22
‐
２
５
２
３

身
体
障
害
者
巡
回
更
生
相
談

と
き　
５
月
21
日
㈭
午
前
11
時
～

正
午

と
こ
ろ　
神
南
備
園
（
大
谷
）

相
談
内
容　
肢
体
不
自
由
に
関
す

る
こ
と

持
っ
て
く
る
も
の　
印
鑑
、
身
体

障
害
者
手
帳
、
使
用
中
の
補
装

具
申
込
方
法　
障
害
福
祉
課
へ
電
話

ま
た
は
、
直
接
申
し
込
む

問
障
害
福
祉
課
☎
32
‐
２
０
６
７
、

薨
32
‐
２
１
５
３

「
相
談
」
は
23
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載

し
て
い
ま
す

下
水
道
排
水
設
備
指
定

工
事
店
登
録

　
下
水
道
の
排
水
設
備
工
事
を
行

う
に
は
、
市
の
指
定
が
必
要
で
す
。

要
件　
次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま

る
こ
と
①
県
内
に
営
業
所
が
あ

る
②
専
属
の
責
任
技
術
者
が
い

る
③
工
事
に
必
要
な
設
備
・
機

材
が
あ
る
④
市
税
な
ど
の
滞
納

が
な
い

申
請
方
法　
下
水
道
課
に
備
え
付

け
の
申
請
書
に
記
入
し
、
必
要

書
類
を
添
え
て
、
直
接
提
出

受
付
期
間　
６
月
１
日
㈪
～
30
日

㈫
※
必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
下
水
道
課（
市
役
所
６
階
）☎
32

　

‐
２
１
０
０

水
道
週
間

　
将
来
に
わ
た
っ
て
安
全
な
水
を

安
定
し
て
利

用
す
る
た
め

水
道
へ
の
関

心
を
深
め
る

週
間
で
す
。

水
を
有
効
に

使
い
ま
し
ょ
う
。

休
館
日　
木
曜
日
・
年
末
年
始

利
用
可
能
施
設　
会
議
室
、
和
室
、

音
楽
室
、
調
理
実
習
室
、
体
育

館
（
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
・
卓
球
な

　
ど
）

申
込
方
法　
電
話
ま
た
は
窓
口
で

直
接
申
し
込
む

※
雇
用
保
険
な
ど
へ
の
加
入
者
を

優
先
し
ま
す
が
、
一
般
の
人
も

利
用
で
き
ま
す

※
利
用
料
金
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
津
山
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ

ー
（
勝
部
）
☎
22
‐
５
４
５
０

つ
や
ま
ロ
ボ
ッ
ト
コ
ン

テ
ス
ト
競
技
説
明
会

と
き　
６
月
13
日
㈯
、
小
・
中
学

　
生
の
部
＝
午
前
11
時
～
正
午
、

　
高
校
・
一
般
の
部
＝
午
後
１
時

　
～
２
時
30
分

と
こ
ろ　
市
役
所
東
庁
舎
１
階
会

議
室

競
技
内
容　
倒
れ
た
ブ
ロ
ッ
ク
を

並
べ
る
時

間
を
競
う

※
ロ
ボ
ッ
ト

コ
ン
テ
ス

ト
は
12
月

20
日
㈰
に

開
催
予
定

問
ザ･

チ
ャ
レ
ン
ジ
実
行
委
員
会

事
務
局
（
み
ら
い
産
業
課
内
）

☎
32
‐
２
１
７
８

で
報
告
事
項　
ホ
タ
ル
を
確
認
し
た

日
時
・
場
所
・
種
類
・
数
な
ど

報
告
締
切　
７
月
17
日
㈮

問
低
炭
素
都
市
推
進
室
☎
32
‐
２

　

０
５
１
、
エ
コ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

津
山
（
山
北
）
☎
22
‐
７
６
５

　

６た
め
池
の
維
持
管
理

　
梅
雨
や
台
風
の
季
節
が
近
づ
い

て
き
ま
し
た
。
水
か
さ
が
増
し
、

た
め
池
が
決
壊
す
る
と
大
き
な
被

害
を
及
ぼ
し
ま
す
。

　
防
災
の
た
め
に
次
の
こ
と
に
注

意
し
、
十
分
な
管
理
を
お
願
い
し

ま
す
。

・
定
期
的
に
巡
回
を
行
う

・
水
位
調
整
を
こ
ま
め
に
行
う

・
水
路
や
堤
体
な
ど
の
草
刈
り
を

行
う

・
池
や
周
り
の
ご
み
を
取
り
除
く

な
ど

問
農
村
整
備
課
☎
32
‐
２
０
７
７
、

ま
た
は
各
支
所
産
業
建
設
課

ご
み
の
野
焼
き
禁
止

　
ご
み
の
野
焼
き
は
一
部
の
例
外

を
除
き
、
法
律
に
よ
り
禁
止
さ
れ

て
い
ま
す
。

禁
止
事
項

　
家
庭
ご
み
を
地
面
、
ド
ラ
ム
缶
、

　
囲
い
ブ
ロ
ッ
ク
、
掘
っ
た
穴
、

　
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
家
庭

　
用
小
型
焼
却
炉
な
ど
で
焼
却
す

　
る
こ
と

例
外
で
認
め
ら
れ
る
も
の

　
農
業
を
営
む
た
め
の
畦あ

ぜ
の
草
焼

き
、
落
葉
の
焼
却
な
ど

※
周
囲
の
生
活
に
迷
惑
と
な
ら
な

い
よ
う
に
配
慮
し
ま
し
ょ
う

問
環
境
生
活
課
☎
32
‐
２
０
５
５

津
山
勤
労
者
総
合
福
祉
セ

ン
タ
ー
施
設
の
貸
し
出
し

　
会
議
室
な
ど
の
施
設
を
貸
し
出

し
て
い
ま
す
。

各
種
団
体
の

研
修
や
催
し

な
ど
で
、
ぜ

ひ
、
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

利
用
時
間　
午
前
９
時
～
午
後
10

時

日曜納税窓口
５月31日㈰ 午前9時～午後４時
納税課（市役所2階1番窓口）

軽自動車税 全期

（納期限：６月1日㈪）
５ 月　の　納　税

人口 104,108 人 (前月比△386)
　男 49,679 人 (同△213)
　女 54,429 人 (同△173）
世帯 44,647世帯（同＋10）
転入 728 人 転出 1,043 人
出生 65 人 死亡 136　人

３月中のひとの動き
（４月１日現在）

ス
ロ
ー
ガ
ン　
カ
ラ
カ
ラ
で　

蛇

口
に
飛
び
込
む　

僕
の
口

期
間　
６
月
１
日
㈪
～
７
日
㈰

問
水
道
局
業
務
課
☎
32
‐
２
１
０

　

４河
川
清
掃

　
６
月
は
環
境
月
間
で
す
。
美
し

い
ま
ち
づ
く

り
運
動
の
一

環
と
し
て
、

河
川
清
掃
を

行
い
ま
す
。

ぜ
ひ
、
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

と
き　
６
月
７
日
㈰
午
前
７
時
～

９
時

と
こ
ろ　

吉
井
川
（
新
境
橋
～

新
大
橋
）、
宮
川
（
北
園
町
・

中
国
道
ボ
ッ
ク
ス
～
新
大
橋
）、

藺い

だ田
川
（
奥
田
中
・
中
国
道
ボ

ッ
ク
ス
～
新
橋
）

問
環
境
生
活
課
☎
32
‐
２
０
５
５

1
農
地
取
得
の
下
限
面
積

　
耕
作
を
目
的
と
し
た
農
地
を
取

得
す
る
際
の
、
今
年
度
の
下
限
面

積
（
農
地
を
取
得
し
た
後
の
合
計

面
積
の
下
限
）
を
決
定
し
ま
し
た
。

下
限
面
積　
30
ア
ー
ル

問
農
業
委
員
会
事
務
局
（
農
業
振

興
課
内
）
☎
32
‐
２
１
５
９

ホ
タ
ル
生
息
数
調
査

　
良
好
な
自
然
環
境
を
育
む
た
め
、

水
が
き
れ
い
な
場
所
に
生
息
す

る
ホ
タ
ル
の
生
息
数
を
調
査
し
て

い
ま
す
。

情
報
を

お
寄
せ

く
だ
さ

い
。

調
査
対
象
期
間　
７
月
１
日
㈬
ま

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。

（
有
料
広
告
）

広告の内容などについては、直接広告主へお問い合わせください。
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（
有
料
広
告
）

６月１日から道路交通法の一部改正
　自転車が歩行者を負傷させる事故が全
国的に増加しています。交通ルールを守
り、安全運転に努めましょう。	
改正点	
　自転車で違反行為（危険行為）を繰り
返し行った違反
者（14才以上）
には刑事処分と
は別に、安全講
習の受講（受講
料要）が義務付
けられます。	
安全講習が義務付けられる違反行為
信号無視、通行禁止違反、歩行者用道
路徐行違反、通行区分違反、路側帯通
行違反、一時不停止、歩道通行違反、
ブレーキ無自転車、酒酔い運転など

問環境生活課☎32-2056


